
阿賀野市条例第１号 

   阿賀野市行政組織改編に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画策定委員会条例の一部改正） 

第１条 阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画策定委員会条例（平成

１６年阿賀野市条例第１３６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「高齢福祉課」を「福祉支援課」に改める。 

 （阿賀野市総合計画審議会条例の一部改正） 

第２条 阿賀野市総合計画審議会条例（平成１６年阿賀野市条例第２３９号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条中「企画財政課」を「まちづくり政策課」に改める。 

 （阿賀野市病院事業経営改革審議会条例の一部改正） 

第３条 阿賀野市病院事業経営改革審議会条例（平成１７年阿賀野市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条中「健康推進課」を「地域保健課」に改める。 

 （阿賀野市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第４条 阿賀野市子ども・子育て会議条例（平成２５年阿賀野市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条中「社会福祉課」を「こども課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


